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(57)【要約】
【課題】遊技機の背面側に背面体が設置される場合であ
っても、その背面体を大きく前方に開放することができ
て遊技機の背面側へのアクセス性を向上させることがで
きると共に、背面側からの不正行為の防止を図ることが
できる枠構造及び遊技機を提供すること。
【解決手段】この枠構造５１は、パチンコ機５２の周囲
を囲む筐体枠５３と、筐体枠５３の一側縁における軸Ｊ
１において前面開閉可能に揺動支持された機枠５４と、
筐体枠５３の後方に配置されてパチンコ機５２の背面を
実質的に閉鎖すると共に、軸Ｊ１よりも後方であって、
かつ、軸Ｊ１よりもパチンコ機５２の内側の位置を軸Ｊ
２として、筐体枠５３に前面開閉可能に揺動支持される
背面板５５とを有する枠構造であって、背面板５５の上
面５５ａに、軸Ｊ２において少なくとも部分的に切り欠
かれた切欠部５５ｂが形成され、筐体枠５３が、切欠部
５５ｂを実質的に覆う覆蓋部５６を有する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の周囲を囲む第１枠体と、
　該第１枠体の一側縁における側縁揺動支持位置において前面開閉可能に揺動支持された
第２枠体と、
　前記第１枠体の後方に配置されて前記遊技機の背面を実質的に閉鎖すると共に、前記側
縁揺動支持位置よりも後方であって、かつ、該側縁揺動支持位置よりも前記遊技機の内側
の位置を内側揺動支持位置として、前記第１枠体に前面開閉可能に揺動支持される背面体
と、を有する枠構造であって、
　前記背面体の上面に、前記内側揺動支持位置近傍において少なくとも部分的に切り欠か
れた切欠部が形成され、
　前記第１枠体が、該切欠部を実質的に覆う覆蓋部を有する枠構造。
【請求項２】
　前記内側揺動支持位置が、該背面体の前面側かつ側縁近傍に配置される請求項１に記載
の枠構造。
【請求項３】
　前記覆蓋部が、前記遊技機に関連する配線を挿通させる配線挿通部を有する請求項１又
は請求項２に記載の枠構造。
【請求項４】
　前記背面体の上面、下面及び左右側面が、前記第１枠体の上面、下面及び左右側面にお
ける各内壁よりもそれぞれ内側となるように配置され、かつ、
　前記覆蓋部が、前記第１枠体の上面内壁より低くなるように該第１枠体の上面から該第
１枠体の後面に沿って垂下する垂下部と、該垂下部から屈曲して後方に延出する延出部と
を有して略Ｌ字形状とされている請求項１から請求項３のうちいずれか１項に記載の枠構
造。
【請求項５】
　前記延出部が、前記背面体の上方移動を阻害する形状とされており、かつ、
　前記背面体の下面での内側揺動支持位置において該背面体を揺動支持する軸が、該背面
体の下面を受ける下方受け面から上方に突出する突出長さが、前記覆該部前記背面体の上
面と前記延出部との隙間よりも大きく設定されている請求項４に記載の枠構造。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のうちいずれか１項に記載の枠構造と、
　遊技媒体による遊技を実現する遊技装置体と、
　該遊技装置体に対して一定距離以上離間して配置された前面透明板と、を有する遊技機
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、枠構造及び遊技機に係り、特に、遊技機の周囲を囲む筐体枠の背面を実質的
に閉鎖する背面体と、筐体枠に対して前面開閉可能に揺動支持された機枠とを有する枠構
造及び遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機では、弾出された遊技媒体（以下、球という。）が遊技盤面上を
流下して、その流下の過程で球が遊技盤面上のゲージ（釘ともいう。）や羽根車に衝突し
つつ転回して流下方向が変化する。その結果、遊技盤面上に配置された各種入賞口に球が
入賞すれば所定の景品球払出しがされ、一方いずれの入賞口にも入賞せずアウト口に球が
流入すれば景品球払出しはされない。遊技者は、弾球における自らの技量を発揮して、又
は球の流下における偶然性を利用しつつ球の入賞及び景品球払出しを期待し、遊技を楽し
むことができる。
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【０００３】
　従来、このようなパチンコ機は筐体枠によって周囲が囲まれ、その筐体枠内部に収容さ
れるように遊技盤が配置されている。そしてその遊技盤は、筐体枠に対して前面開閉可能
に揺動支持された機枠に保持されており、その機枠や遊技盤の裏側に様々な球経路や各種
機構部品、回路基板等が取り付けられている。
【０００４】
　つまり、遊技を構成し演出する重要な部品である球経路、景品球払出装置や入賞球処理
装置等の各種機構部品、それら各種機構部品の動作を制御するための払出制御基板、図柄
表示装置等の演出動作を制御するための遊技制御基板や図柄制御基板等が、前方を遊技盤
や機枠によって、上下方及び左右側方を筐体枠によって覆われるように構成されている。
【０００５】
　しかしながら、パチンコ機の後方、すなわち背面側は覆われておらず、上記の重要部品
が略剥き出しの状態となっている。したがって、パチンコ機の背面側は不正アクセスに対
して無防備であり、ここから重要部品に対して不正が行われる虞があった。
【０００６】
　そこで近年、背面側を背面体（以下、背面板という。）によって覆うことにより、背面
側からの重要部品に対する不正アクセスを防止可能なパチンコ機も提案されている。これ
によれば、パチンコ機の背面が実質的に閉鎖されるので、例えば、隣接するパチンコ機同
士の隙間から背面側にピアノ線を挿入して行う不正遊技等も防止することができる（例え
ば、特許文献１参照。）。
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－１０５５７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、遊技機が備えられる一般的な遊技機島の内部には、球の供給施設や紙幣の搬
送設備などが配置されており、これらのメンテナンスを行うために筐体枠を介して遊技機
裏側へとアクセスする必要がある。
【０００９】
　しかしながら、遊技機の背面側を背面板で覆った場合には、背面板の存在によって遊技
機の背面にアクセスすることが困難となり、島内部のメンテナンス作業が煩雑になるとい
う問題があった。
【００１０】
　本発明は上記の事情に鑑みて為されたもので、遊技機の背面側に背面体が設置される場
合であっても、その背面体を大きく前方に開放することができて遊技機の背面側へのアク
セス性を向上させることができると共に、背面側からの不正行為の防止を図ることができ
る枠構造及び遊技機を提供することを例示的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の課題を解決するために、本発明の例示的側面としての枠構造は、遊技機の周囲を
囲む第１枠体と、第１枠体の一側縁における側縁揺動指示位置において前面開閉可能に揺
動支持された第２枠体と、第１枠体の後方に配置されて遊技機の背面を実質的に閉鎖する
と共に、側縁揺動支持位置よりも後方であって、かつ、側縁揺動支持位置よりも遊技機の
内側の位置を内側揺動支持位置として、第１枠体に前面開閉可能に揺動支持される背面体
と、を有する枠構造であって、背面体の上面に、内側揺動支持位置近傍において少なくと
も部分的に切り欠かれた切欠部が形成され、第１枠体が、切欠部を実質的に覆う覆蓋部を
有することを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る枠構造では、背面体が第１枠体（例えば、筐体枠。）に対して前面開閉可
能に揺動支持されるので、背面体を前方に開放させることによって、遊技機の背面体より
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も更に後方側へのアクセスを容易に行うことができる。このため、遊技機の最背面に配置
される背面体により遊技機の背面側からの不正アクセスの抑制と、球の供給施設や紙幣の
搬送設備等のメンテナンス性の向上との両立を実現することができる。
【００１３】
　背面体の揺動支持位置（内側揺動支持位置）が第２枠体（例えば、機枠。）の揺動支持
位置（側縁揺動支持位置）よりも後方に配置されているため、背面体の左右方向（すなわ
ち、遊技機の幅方向。）の寸法を大きくすることができ、結果として背面体の面積を拡大
することができて設計上の自由度やスペース効率が増大する。
【００１４】
　第２枠体の側縁揺動支持位置が、第２枠体より前方か又は前後方向における第１枠体内
に位置する場合において、背面体の内側揺動支持位置が第２枠体の側縁揺動支持位置と一
致又はそれより前方にあると、背面体の前方開放の際にその回転軌跡が外方へと大きく膨
らみ、第１枠体の内壁と干渉してしまう虞がある。
【００１５】
　しかしながら、本発明においては背面体の内側揺動支持位置が第２枠体の側縁揺動支持
位置よりも後方に配置されているため、換言すれば、背面体の内側揺動支持位置が実質的
に第１枠体よりも後方に配置されているため、背面体の回転軌跡が外方へと大きく膨らま
ない。したがって、背面体の左右方向寸法を第１枠体の内壁寸法いっぱいまで大きくして
も、その開閉時に第１枠体内壁に干渉する虞が殆どない。結果として、背面体の左右方向
寸法を大きくしてその面積を拡大しても、開閉動作を円滑に行うことができる。
【００１６】
　さらに、背面体の内側揺動支持位置を、第２枠体の側縁揺動支持位置よりも遊技機内側
の位置に配設することによって、第２枠体及び背面体の開放時に、背面体を大きく開放す
ることができ、その後方へのアクセス性を一層向上させることができる。
【００１７】
　背面体を開放する際には、事前に第２枠体を開放しておく必要がある。その第２枠体の
開放時において、背面体の内側揺動支持位置が第２枠体の側縁揺動支持位置よりも外側に
配置されている場合には、背面体の開放角度を大きく取ることができない。しかし、本発
明によれば、背面体の内側揺動支持位置が第２枠体の側縁揺動支持位置よりも内側に配置
されているので、外側に配置されている場合に比較して、第２枠体の開放角度が同じ場合
に背面体の開放角度を大きく取ることができる。
【００１８】
　結果として、開放時における第２枠体の背面側と背面体の前面側との干渉の可能性を低
減することができる。それにより、背面体の開放角度を大きく取ることができてその後方
へのアクセス性を向上させたり、第２枠体の後面側（背面側、又は裏面側ともいう。）、
背面体の前面側への部品配置やその大きさの自由度を増大させることができる。
【００１９】
　特に、第２枠体の背面側や背面体の前面側には、景品球払出装置や入賞球処理装置等の
各種機構部品、それら各種機構部品の動作を制御するための主基板（遊技制御基板）、図
柄制御基板、電源基板等が設けられることが多い。このため、第２枠体と背面体との開放
時の干渉によるこれらの機構部品や制御基板等の破損の可能性を低減することができる。
【００２０】
　さらに、背面体の揺動支持位置を、第２枠体の揺動支持位置よりも遊技機内側の位置に
配設することによって、背面体の可動範囲を第２枠体の可動範囲よりもコンパクトにする
ことができる。このため、第２枠体が開放した状態における背面体の回動動作を容易にす
ることができ、島内部のメンテナンス時における背面体の取扱いの負担を軽減することが
可能となる。
【００２１】
　背面体の上面には、内側揺動支持部近傍において切欠部が形成されている。この切欠部
は、背面体を前方へ開放したときに背面体と第１枠体の側面内壁との干渉を防止するため
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に切り欠かれたものである。切欠部が形成されていることにより、背面体を大きく（例え
ば、前方へ約９０°）開放した際に、第１枠体の側面内壁と背面体の前面側との干渉の虞
を低減することができ、背面体の前方への開放角度を充分に大きく確保することができる
。背面体と第１枠体との干渉に起因する破損等の防止にも寄与することができる。
【００２２】
　背面体に切欠部が形成されていることにより、背面体と第１枠体との干渉の虞が低減さ
れ、背面体を前方に大きく開放することができて遊技機のメンテナンス性に優れるが、一
方、背面体が部分的に切り欠かれることにより、遊技機外部からその切欠部を介して異物
等を遊技機内部に侵入させることが容易となる虞がある。しかしながら、第１枠体の覆蓋
部が切欠部を実質的に覆っているので、遊技機外部からの異物の侵入が防止され、結果的
に不正行為に対して耐性の高い遊技機とすることができる。
【００２３】
　ここで、遊技媒体とは、例えばパチンコ機等の遊技機においては、その遊技に用いられ
る球を意味し、遊技装置体とは、その球が流下するための遊技盤等が該当する。また、「
前面」とは遊技装置体がパチンコ機等の遊技機に設置された際に、遊技者側に向いた面で
あり、前方は遊技盤面から遊技者に向かう方向、すなわち遊技盤裏面から表面に向かう方
向を意味する。「背面」はその反対に遊技機の裏側の面であり、後方は遊技盤表面から裏
面に向かう方向を意味している。左右方向は、遊技者から遊技機を見たときの幅方向にお
ける左右を意味する。更に、「内側」とは第１枠体の中央方向を示している。
【００２４】
　枠構造において、内側揺動支持位置が、背面体の前面側かつ側縁近傍に配置されていて
もよい。
【００２５】
　背面体の揺動支持位置が前面側に配置されているので、背面体を略９０°に前方開放し
ても背面体の一部が揺動支持位置より遊技機外側へ突出することがない。したがって、第
１枠体のすぐ外側に遊技機島用の柱部材等が設置されている場合でも、それに干渉するこ
となく背面体を大きく開放することができる。
【００２６】
　また、背面体の揺動支持位置がその側縁近傍に配置されているので、背面体の前方開放
時に実質的に背面体全体が前方へと回転移動し、その一部が後方へと回転移動することが
ない。したがって、背面体の後方に遊技機島の設置用柱部材等があっても、背面体の開閉
動作による干渉を生じることがない。
【００２７】
　枠構造において、覆蓋部が、遊技機に関連する配線を挿通させる配線挿通部を有しても
よい。
【００２８】
　覆蓋部が配線挿通部を有しているので、遊技機に関連する配線を覆蓋部の配線挿通部に
沿って挿通させることができる。そのため、遊技機後方において配線のためのスペースを
充分に確保することができる。一般に、遊技機は遊技機店（ホールとも言う。）において
、遊技機島に設置される。遊技機島は、複数の遊技機が列状に配列設置されたものであっ
て、そこには各遊技機の他に島設備として遊技媒体貸出機、遊技媒体供給及び排出用の循
環装置等が設置されている。そして、各遊技機が、幅方向に一列に配置される他、遊技機
島の両側面に背中合わせとなるようにも配置されている。
【００２９】
　この背中合わせに配置される遊技機同士の間隔は、島内部に配置される島設備のサイズ
や、ホールに設置すべき遊技機の全体数等に応じて適宜調整されるが、省スペースの観点
からあまり大きくとることはできず、一般に、背中合わせ状態の遊技機同士における第１
枠体前面同士の間隔は４６０ｍｍ～５００ｍｍ程度とされている。その結果、背中合わせ
状態の遊技機同士における両背面体間の間隔は、１２０ｍｍ～１６０ｍｍと非常に狭いも
のとなっている。
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【００３０】
　両背面体間のスペースには島設備等が設置されており、また、このスペースは遊技機や
島設備のメンテナンスのために必要であることから、遊技機に関連する配線を引き回すた
めの充分なスペースをここに確保することが難しい。しかしながら、この発明においては
、遊技機における背面体の上面近傍に位置している覆蓋部が配線挿通部を有しているので
、遊技機に関連する配線を覆蓋部の配線挿通部に挿通させることができる。したがって、
配線を背面体の上面近傍に挿通させることができ、背中合わせ状態の遊技機同士における
背面体間のスペースに挿通させる必要がない。
【００３１】
　なお、遊技機に関連する配線とは、遊技機と他の装置（例えば、島設備、ホールコンピ
ュータ等）とを接続するための配線や、島設備同士の配線、島設備とホールコンピュータ
とを接続するための配線等を含む。
【００３２】
　覆蓋部における配線挿通部は、例えば、配線を挿通させるための配線通路であってもよ
いし、配線の経路を規制する経路規制部であってもよい。引き回される配線を受けるため
の配線受け面であって通路状に構成されていないものであってもよい。また、配線挿通部
が配線を固定するための配線固定部を有し、覆蓋部上を挿通される配線が結束部材や固定
部材等によって配線固定部に固定されるものであってもよい。
【００３３】
　枠構造において、背面体の上面、下面及び左右側面が、第１枠体の上面、下面及び左右
側面における各内壁よりもそれぞれ内側となるように配置され、かつ、覆蓋部が、第１枠
体の上面内壁より低くなるように第１枠体の上面から第１枠体の後面に沿って垂下する垂
下部と、該垂下部から屈曲して後方に延出する延出部とを有して略Ｌ字形状とされていて
もよい。
【００３４】
　遊技機における第１枠体、背面体及び覆蓋部をこのように構成することで、第１枠体に
対し、上下左右の全周において背面体を一回り小さく構成することができる。そのため、
第１枠体と背面体との間で、全周に亘って段差部が形成されることとなる。
【００３５】
　この段差部の存在により、背面体と第１枠体とが組み付けられた状態のもの同士を互い
に嵌り合うように積層させることができる。この背面体と第１枠体とが組み付けられた状
態のものは、例えば遊技機の組立工場における途中の工程において存在する。なお、この
背面体と第１枠体とが組み付けられたものを中間組み枠ということとする。
【００３６】
　積層状態で前後に隣接する中間組み枠同士において、前方の中間組み枠の背面体が後方
の中間組み枠の第１枠体の内部にすっぽりと嵌って重複積層され、整然と両中間組み枠が
積層されるようになっている。したがって、複数の中間組み枠を整然と積層して保管や搬
送をすることができるので、積層が崩れることによる中間組み枠の破損を防止したり、保
管スペースの省スペース化を図ることができる。
【００３７】
　延出部が、背面体の上方移動を阻害する形状とされており、かつ、背面体の下面での内
側揺動支持位置において背面体を揺動支持する軸が、背面体の下面を受ける下方受け面か
ら上方に突出する突出長さが、覆該部前記背面体の上面と延出部との隙間よりも大きく設
定されていてもよい。
【００３８】
　延出部が背面体の上方移動を阻害する形状とされているので、背面体の上方移動量は、
背面体上面と延出部との隙間の距離に制限される。そして背面体の揺動回転を下方で受け
る下方受け面からの軸の突出量がその隙間より大きく設定されているので、背面体を上方
移動させて軸から取り外すことができないようになっている。したがって、背面体を筐体
枠から不正に取り外すような不正行為を有効に防止することができる。
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【００３９】
　ここで、背面体の上方移動を阻害する形状とは、典型的には、延出部の面積が切欠部の
面積よりも実質的に大面積とされる形状を意味するが、単に面積の大小関係に限られず、
背面体の上方移動によって、切欠部の一部が延出部に干渉する形状であってもよい。また
、下方受け面と背面体の下面とは、実質的に同一高さに位置するので、下方受け面からの
軸の突出長さは、実質的に背面対下面からの軸の突出長さと同義である。
【００４０】
　本発明の他の例示的側面としての遊技機は、上記の枠構造と、遊技媒体による遊技を実
現する遊技装置体と、遊技装置体に対して一定距離以上離間して配置された前面透明板と
、を有することを特徴とする。
【００４１】
　上述したような枠構造を遊技機が備えることによって、第１枠体を島に設置したままの
状態で背面体を前方に開放することができる。このため、遊技機が設置される島内部に対
するメンテナンスを、遊技機が島に設置された状態で前面側より直接行うことができ、従
来よりもメンテナンス性を向上することが可能となる。また、背面体が遊技機の背面側に
設置されているため、遊技機の背面側からの不正アクセスを効果的に抑制することができ
、ユーザによる不正遊技等を防止することができる。このように、本発明に係る枠構造を
遊技機に設けることによって、不正遊技を効果的に阻止することができ、更に、パチンコ
ホールにおけるメンテナンス性に優れた遊技機を提供することが可能となる。
【００４２】
　更に、背面体の上面に切欠部が形成されており、背面体の前方への開放時に第１枠体の
側面内壁と干渉する虞が低減されているので、背面体、第１枠体及び第２枠体の破損防止
が図られ、この遊技機は耐久性や信頼性が高いものとなっている。背面体の前方開放角度
の増大も図ることができるので、メンテナンス性も向上している。
【００４３】
　そして、覆蓋部がその切欠部を実質的に覆っているので、切欠部を介して遊技機外部か
ら遊技機内部へと不正に異物を侵入させることが防止されている。したがって、充分な不
正防止対策が講じられて安心かつ安全な遊技機とすることができる。その覆蓋部が配線挿
通部を有していれば、遊技機後方に別途配線のためのスペースを確保せずに済み、この遊
技機によって遊技機島内の省スペース化を実現することができる。
【００４４】
　本発明の更なる目的又はその他の特徴は、以下添付図面を参照して説明される好ましい
実施の形態によって明らかにされるであろう。
【発明の効果】
【００４５】
　本発明によれば、第１枠体に背面体を設けることによって遊技機に対する不正遊技等を
防止することができる。さらに、第１枠体に対して背面体を前方に大きく開放させること
ができるので、遊技機の前面側から背面体の後方へのアクセスを容易とすることができ、
遊技機が設置される島内部のメンテナンス性を向上させることが可能となる。
【００４６】
　また、切欠部の存在により、背面体の前方への開放角度の一層の増大を図ることができ
、背面体と第１枠体との干渉による破損を防止し、一層のメンテナンス性向上が図られて
いる。覆蓋部の存在により、切欠部を利用した不正行為の防止が図られ、また、配線スペ
ースのスペース効率向上も図られている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　　［実施の形態１］
　以下、本発明の実施の形態１について図面を用いて説明する。図１は、本発明の実施の
形態１に係る枠構造を備えた枠構造体１を有する遊技機としてのパチンコ機２の外観を示
す外観斜視図である。パチンコ機２は、筐体枠（第１枠体）３、機枠（第２枠体）４、背
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面板（背面体）５、遊技盤ユニット（遊技装置体）６、前面ガラス（前面透明板）７、装
飾枠８、球発射ユニット（発射ユニット、図示せず。）、上皿９を有して概略構成されて
いる。枠構造体１は、筐体枠３と機枠４と背面板５とによって構成される。
【００４８】
　パチンコ機２は、組合せ式パチンコ機、封入循環式パチンコ機等を含む。また、遊技機
としてはパチンコ機の他に、遊技媒体としてコインを使用するパチンコ式スロットマシン
機やスロットマシン、各種ゲーム機やアーケードマシン等が概念できる。
【００４９】
　筐体枠３は、このパチンコ機２の周囲を囲むための枠体であり、平面視略長方形に構成
されている。材料としては、木材が用いられることが多いが、他に樹脂やアルミ等の金属
が用いられることもある。筐体枠３は、パチンコ機２の上下面及び左右側面を囲い、前面
（すなわち、遊技者側。）から見て左側面側には機枠４及び装飾枠８を揺動支持するため
のヒンジ部１１が設けられている。また、筐体枠の背面側（すなわち、パチンコ機２の裏
面側、遊技機島側。）であって、前面（正面）から見て左側面側には背面板５を揺動支持
するためのヒンジ部１２（図２、図４参照）が形成されている。
【００５０】
　機枠４は、遊技盤ユニット６を保持するための枠体であり、その中央近傍に遊技盤ユニ
ット６を取り付けるための取付け開口が形成されている。取付け開口の周囲に遊技盤ユニ
ット６を着脱可能に取り付けるための取付け部を有し、機枠４は遊技盤ユニット６の周囲
を囲むように構成されている。その機枠４は、筐体枠３の前面側に配置されてヒンジ部１
１において筐体枠３に軸支され、図２に示すように、筐体枠３に対して前面開閉可能に揺
動支持されている。機枠４は、樹脂又は金属によって形成され、その裏面側には裏機構盤
（図示せず。）が配置される。その裏機構盤には、入賞球を計数して排出処理する入賞球
処理装置（図示せず。）、景品球を計数して払い出す景品球払出し装置（図示せず。）等
が配置されている。
【００５１】
　背面板５は、筐体枠３の後方を略密閉し、パチンコ機２の背面を実質的に閉鎖する板状
部材である。背面板５の設置により、パチンコ機２の背面側から行われ得る不正アクセス
を効果的に防止することができるようになっている。
【００５２】
　背面板５は、前面側が開放された箱体形状を呈しており、前面側内部には、画像制御基
板１５、パチンコ機２全体の制御を行うための主基板（遊技制御基板）１６、電源基板１
７等が収納されている。背面板５は、正面から見て左側前端部において、ヒンジ部１２に
よって筐体枠３に揺動支持されている。このヒンジ部１２を揺動軸として背面板５を回転
移動させることによって、図３に示すように、背面板５を筐体枠３の開放開口３ａを案内
して前面側へと回転させることが可能となっている。
【００５３】
　図４は、筐体枠３に対して機枠４と筐体枠３とが揺動支持されたパチンコ機２の平面拡
大図である。機枠４は、筐体枠３の前面側に設けられるヒンジ部１１の軸Ｇ１を揺動支持
位置（側縁揺動支持位置）として、図２に示すように、前面開閉可能な構造となっている
。ヒンジ部１１の軸Ｇ１は、図４に示すように、筐体枠３の左端部であって、筐体枠３の
少し前方位置に配設され、機枠４の一側縁近傍に位置している。
【００５４】
　一方で、背面板５は、筐体枠３の背面側に設けられるヒンジ部１２の軸Ｇ２を揺動支持
位置（内側揺動支持位置）として、図３に示すように、前面開閉可能な構造となっている
。ヒンジ部１２の軸Ｇ２は、図４に示すように、断面Γ状に形成されるヒンジ支持部１２
ａの端部に形成されており、ヒンジ部１１の配設位置よりも筐体枠３の背面側であって、
さらに、距離Ｌ１だけ筐体枠３の内側寄り（正面視で右側寄り、筐体枠の中央方向寄り。
）の位置に配設されている。そして、この軸Ｇ２の配設位置は、背面板５の側縁近傍に相
当している。



(9) JP 2010-82249 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

【００５５】
　一般的なパチンコ機では、機枠のヒンジ部の軸が、筐体枠より前方か又は前後方向にお
いて筐体枠内に位置している。したがって、背面板５の軸Ｇ２が機枠４の軸Ｇ１の位置と
一致又はそれより前方にあると、背面板５の前方開放の際にその回転軌跡が外方（すなわ
ち、筐体枠３の幅方向外側であって正面視右側に向かう方向。）に膨らんでしまい、筐体
枠３の内壁と干渉する虞がある。
【００５６】
　しかしながら、本実施の形態１に示す枠構造体１では、背面板５の軸Ｇ２の位置が機枠
４の軸Ｇ１の位置よりも後方に配置されているため、換言すれば、背面板５の揺動支持位
置が実質的に筐体枠３よりも後方に配置されているため、背面板５の反対側縁５ａの回転
軌跡が背面板５の開放動作に伴って外方に大きく膨らむことがなく、結果として背面板５
の左右寸法を大きくとってもその反対側縁５ａと筐体枠３の他側縁内壁３ｂとの干渉を容
易に防止することができる（図５参照）。したがって、背面板５の左右方向寸法を大きく
とって配置スペースの自由度を増大しつつ、背面板５の円滑な開閉を実現することができ
る。
【００５７】
　さらに、背面板５の軸Ｇ２を、機枠４の軸Ｇ１よりもパチンコ機２の内側位置に配設す
ることによって、機枠４及び背面板５の開放時に、背面板５を大きく開放することができ
、その後方へのアクセス性を一層向上させることができる。
【００５８】
　背面板５を開放する際には、事前に機枠４を開放しておく必要がある。その機枠４の開
放時において、背面板５の軸Ｇ２の位置が機枠４の軸Ｇ１の位置よりも外側に配置されて
いる場合には背面板５の開放角度を大きく取ることができない。しかし、本実施の形態１
に示す枠構造体１によれば、背面板５の軸Ｇ２の位置が機枠４の軸Ｇ１の位置よりも内側
に配置されているので、外側に配置されている場合に比較して、機枠４の開放角度が同じ
場合に背面板５の開放角度を大きく取ることができる。
【００５９】
　図５は、筐体枠３に対して機枠４を前面側に全開させ、更に背面板５を前方に略９０度
回転移動させた状態を示している。機枠４の軸Ｇ１に比べて背面板５の軸Ｇ２は距離Ｌ１
だけ筐体枠３の内側に配設されており、この配設位置の違いによって背面板５の開放角度
を従来よりも大きく取ることができる。
【００６０】
　また、結果として、開放時における機枠４の背面側と背面板５の前面側との干渉の可能
性を低減することができる。特に、機枠４の背面側には裏機構盤（図示せず。）等が配置
され、背面板５の前面側には、主基板１６や電源基板１７等が設けられるため、これらの
設置機器が接触して破損・故障等が生じることを防止でき、さらに、部品配置やその大き
さの自由度を増大させることが可能となる。
【００６１】
　さらに、背面板５は、背面板５を正面から見て左側前端部（背面体の前面側かつ側縁近
傍。）において、ヒンジ部１２によって筐体枠３に揺動支持されているため、背面板５の
左方には、図４に示すように、筐体枠３の左端部から距離Ｌ２の空間が確保されている。
【００６２】
　パチンコ機２がパチンコホールに設置される場合、パチンコ機２が設置される遊技機島
の設置用の柱部材が、隣接するパチンコ機２同士の間の位置１８に存在する場合がある（
図４中の破線参照。）。しかしながら、本実施の形態１に示す枠構造体１では、筐体枠３
の左方に距離Ｌ２の空間が確保されるので、この位置１８に柱部材があってもこのパチン
コ機２を問題なく設置することができる。
【００６３】
　また、柱部材が位置１８ａ（図４中の２点鎖線参照。）に存在する場合もあるが、この
実施の形態１においては、ヒンジ支持部１２ａが断面Γ状となっていて位置１８ａを回避
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している上に、背面板５のヒンジ部１２の軸Ｇ２が、背面板５の前面側に配置されている
ので、背面板を大きく略９０°に開放しても背面板５の一部がヒンジ支持部１２ａに干渉
することがない。つまり、柱部材を位置１８に設置しても位置１８ａに設置しても、背面
板５を充分に大きく前方開放することができるようになっている。
【００６４】
　また、背面板５の軸Ｇ２の位置がその側縁近傍に配置されているので、背面板５の前方
開放時に実質的に背面板５全体が前方へと回転移動し、その一部が後方へと回転移動する
ことがない。したがって、背面板５の後方に遊技機島用の柱部材等が位置１８，１８ａに
あっても、背面板５の開閉動作による干渉を生じることがない。
【００６５】
　遊技盤ユニット６は、遊技盤２０、レール飾り２１、図柄表示装置２２を有してユニッ
ト構成されている。遊技盤２０の前面には、遊技媒体としての球２４の流下によって遊技
を実現する遊技盤面２０ａが形成されている。遊技盤面２０ａには、略円形状に周囲を囲
むようにレール飾り２１が取り付けられており、このレール飾り２１の内側面２１ａが遊
技盤面２０ａに対して立設することにより遊技領域６ｂが画定されている。
【００６６】
　遊技盤２０の遊技領域６ｂには、多数のゲージ（釘）２５、羽根車２６、入賞口２８、
始動入賞口２９、大入賞口３０、アウト口３１、図柄表示装置２２等が配置されている。
ここで、ゲージ２５とは、球２４の流下方向を変化させたり球２４を誘導するために、遊
技領域６ｂ内に植設される釘のことをいう。また、連続的又は集合的に配置される一連の
釘の配列をゲージという場合もある。
【００６７】
　ゲージ２５や羽根車２６は、流下してきた球２４に衝突して球２４の流下方向を変化さ
せるためのものである。入賞口２８は、球２４の入賞に基づいて所定個数の景品球を払い
出すための入賞口である。なお、遊技領域６ｂには、払出し景品球数が入賞口２８の場合
と異なる特定入賞口が配置される場合もある。また、球２４の入賞し易さを可変とするた
めに、入賞開口を狭めたり広げたりする電動開閉羽根が設けられた電動入賞口が設けられ
る場合もある。始動入賞口２９は、入賞口２８の一種ではあるが、球２４の入賞に基づき
図柄表示装置２２の図柄回転を開始させる機能を有している。
【００６８】
　大入賞口３０は、開閉扉３０ａによって開閉可能な入賞口である。図柄表示装置２２が
所定の態様、例えば「７・７・７」等の態様で停止表示した場合に、開閉扉３０ａが開放
して多量の球２４が入賞する。そして、それに伴い多量の景品球が払い出されるようにな
っている。アウト口３１は、いずれの入賞口２８，２９，３０にも入賞せず、遊技領域６
ｂの最下端まで流下した球を流入させてパチンコ機２の外部へと排出するためのもので、
遊技領域６ｂの略最下端に配置されている。
【００６９】
　図柄表示装置２２は、センター飾り２２ａと液晶表示装置２２ｂとを有している。セン
ター飾り２２ａは、キャラクター等の造形が施された樹脂成形部品で構成されており、遊
技領域６ｂ内における遊技を装飾的に演出するためのものである。液晶表示装置２２ｂは
、センター飾り２２ａの中央部分に設けられており、センター飾り２２ａに設けられたキ
ャラクター等によって液晶表示装置２２ｂの画面周囲が装飾的に囲まれた構造となってい
る。
【００７０】
　液晶表示装置２２ｂは、３桁の数字を変動表示する表示図柄２２ｃとアニメキャラクタ
ーによるストーリー表示等の演出表示を行う演出映像２２ｄとを表示するためのものであ
る。その表示図柄２２ｃの変動表示は、球２４の動作に基づいて行われる。すなわち、始
動入賞口２９への球の入賞、又は遊技領域６ｂに形成された図示しない始動口や始動ゲー
トへの球の通過等に基づき、表示図柄２２ｃが変動表示されるようになっている。そして
、３桁の数字が所定の態様（例えば、当たりに相当する「７・７・７」。）で停止すると
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、開閉扉３０ａが開放し、多量の球２４が大入賞口３０へと入賞するように構成されてい
る。
【００７１】
　図示しない球発射装置により球２４が遊技領域６ｂ内の上部に向けて発射されると、球
２４がゲージ２５に衝突してその流下方向を変えつつ遊技領域６ｂ内を流下するようにな
っている。その流下の途中で、あるものは入賞口２８に入賞して景品球払出しの契機とな
り、あるものは始動入賞口２９に入賞して図柄表示装置２２による図柄変動遊技開始の契
機となり、また、あるものはいずれの入賞口２８等にも入賞せずにアウト口３１からパチ
ンコ機２の外部へと排出される。このように、遊技盤２０上を球２４が流下する際に、様
々な遊技が実現されるようになっている。
【００７２】
　なお、本実施の形態１においては、アウト口３１の直上に大入賞口３０が形成されてい
るが、大入賞口３０の形成位置はこれに限定されず、遊技領域６ｂ内のいずれの箇所に形
成されていてもよい。また、遊技領域６ｂ内に大入賞口３０を形成しなくともよい。
【００７３】
　前面ガラス７は、遊技盤２０に対して一定距離以上離間して配置された透明板である。
前面ガラス７は透明平板ガラスで形成され、遊技盤２０との間に球２４が流下する流下空
間を形成する機能、遊技者が前面ガラス７を通して遊技盤２０を視認できるように視認性
を確保する機能、遊技者が遊技盤２０に不正にアクセス（接触）できないように不正アク
セスを防止する機能を発揮する。
【００７４】
　前面透明板としてはガラス素材の前面ガラス７の他に、透明アクリル等の樹脂材料を使
用するものであってもよい。また、本実施の形態１においては、前面ガラス７が装飾枠８
に保持されるが、前面ガラス７が遊技盤２０の前面に取り付けられて、遊技盤２０と共に
機枠４に保持されるように構成されていてもよい。
【００７５】
　装飾枠８は、前面ガラス７又はその周囲を囲む装飾部材３６を保持するための枠体であ
る。本実施の形態１において、装飾枠８は、前面ガラス７及び装飾部材３６の両方を保持
している。その装飾枠８は、機枠４の前面側に配置されてヒンジ部１１において機枠４と
共に筐体枠３に揺動支持され、機枠４に対して前面開閉可能な構造となっている。
【００７６】
　装飾枠８は樹脂又は金属によって形成され、その中央部に遊技者が遊技盤２０を視認す
るための透視孔が形成されており、その透視孔を覆うように前面ガラス７が取り付けられ
ている。その前面ガラス７の周囲には、パチンコ機２を装飾するための造形・色彩・ラン
プが付された装飾部材３６が取り付けられ、パチンコ機２の遊技演出に寄与している。
【００７７】
　なお、本実施の形態１では、筐体枠３に設けられたヒンジ部１１に機枠４及び装飾枠８
の両方が揺動支持される構成となっている。しかしながら、機枠４と装飾枠８とがそれぞ
れ異なるヒンジ部によって揺動支持されていてもよい。例えば、筐体枠３に機枠４を揺動
支持するヒンジ部が設けられ、機枠４に装飾枠８を揺動支持する別のヒンジ部が設けられ
ていてもよい。
【００７８】
　図示しない球発射ユニットは、球供給装置によって上皿９から発射位置に送り込まれた
球２４を遊技領域６ｂの上部に向けて発射（弾球）するためのものである。遊技者は発射
ユニットを構成するハンドル１０を手で操作することによって、球発射装置による弾球強
度を調整する。球発射装置は、例えば発射位置に送り出された球２４を遊技領域６ｂに向
けて弾球する発射杆、その発射杆を駆動して弾球往復動を行わせる発射モータ、発射杆を
付勢して弾球のための力を発生させる発射バネ等を有してユニット構成され、機枠４に取
り付けられている。遊技者は、略円筒形状を呈するハンドル１０を手で保持しつつ、円筒
周面に沿って強度調整杆１０ａを回転させることにより、球２４の発射強度を調整するこ
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とが可能となっている。
【００７９】
　上皿９は、球２４を球発射装置に導くべく貯留するためのもので、下皿９ａと共に遊技
者の持ち球を貯留する機能を有する。上皿９は、パチンコ機２の前面であって遊技盤２０
の下方、すなわち装飾枠８の下方部分に配置され、下皿９ａは、その上皿９の更に下方に
配置されている。本実施の形態１においては、上皿９と下皿９ａとを別々に構成している
が、もちろん上皿９と下皿９ａとが一体となって１つの球皿が構成されていてもよい。
【００８０】
　上皿９は、景品球としてパチンコ機２から払い出された球２４を受け取る機能や、その
球２４を球供給装置（図示せず。）を介して球発射装置に導くべく貯留する機能を有して
いる。遊技終了時には、遊技者が球排出ボタン９ｂを操作することにより、球２４を上皿
９から下皿９ａへと排出することができるようになっている。
【００８１】
　なお、本実施の形態１においては、遊技機としてのパチンコ機２について説明したが、
もちろん上述のように、遊技機としてはパチスロ機やスロットマシン、各種ゲーム機やア
ーケードマシン等が概念できる。ここで、パチスロ機やスロットマシンの場合は、コイン
が遊技媒体に相当し、回胴体が遊技装置体に相当する。そしてその場合、遊技装置体は筐
体枠（第１枠体）内に備えられ、その前面に第２枠体としての前面枠（上記実施の形態１
における装飾枠に相当。）が開閉可能に揺動支持されることとなる。
【００８２】
　　［実施の形態２］
　図６及び図７は、本発明の実施の形態２に係る枠構造５１を備えたパチンコ機（遊技機
）５２を上方から見た平面図である。このパチンコ機５２は、筐体枠５３、機枠５４、背
面板（背面体）５５を備えた枠構造５１を有しており、そのうち筐体枠５３と背面体５５
とが組み付けられた状態（すなわち、機枠５４がまだ組み付けられていない状態）のもの
を中間組み枠という。また、このパチンコ機５２は、遊技盤ユニット（遊技装置体）、前
面ガラス（前面透明板）、装飾枠、球発射ユニット（発射ユニット）、上皿を有している
が、これらについては実施の形態１の場合と同様であるので、その説明を省略する。
【００８３】
　図６は、筐体枠５３に対して背面板５５が閉鎖された状態（すなわち、背面板５５が最
後方にセットされた状態）を示しており、図７は、筐体枠５３に対して背面板５５が前方
に略９０°開放した状態を示している。なお、図７においては機枠５４も前方に開放して
いるが、説明の簡単のため図示を省略している。また、図８は、このパチンコ機５２の要
部を背面から見て部分的に拡大した部分拡大図である。図８においても、機枠の図示を省
略している。
【００８４】
　パチンコ機５２において、機枠５４は筐体枠５３に対して側縁揺動支持位置の軸Ｊ１に
おいて揺動支持されている。それにより、機枠５４は、筐体枠５３に対して前方に揺動開
閉可能となっている。また、背面板５５は筐体枠５３に対して内側揺動支持位置の軸Ｊ２
において揺動支持されている。それにより、背面板５５は、筐体枠５３に対して前方に揺
動開閉可能となっている。
【００８５】
　図６及び図７に示すように、軸Ｊ１は、パチンコ機５２を正面視したときの左側縁近傍
であって、かつ、筐体枠５３よりも前方に突出した位置に配置されている。そして、軸Ｊ
２は、軸Ｊ１よりも後方であって、パチンコ機５２の内側となる位置に配置されている。
その軸Ｊ２は、背面体５５における左側縁近傍に位置している。
【００８６】
　背面体５５の上面５５ａにおける軸Ｊ２の近傍には、切欠部５５ｂが形成されている。
この切欠部５５ｂは、上面５５ａの前方部分に切り欠き形成されており、背面板５５ｂが
前方開放されたときに背面板５５ｂが筐体枠５３の側面内壁５３ａと干渉してしまうのを
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防止する逃げ部としての機能を発揮している。切欠部５５ｂが形成されることにより、背
面体５５を前方に大きく開放しても筐体枠５３の側面内壁５３ａと干渉しないので、背面
体５５は、略９０°まで前方に開放することができるようになっている。
【００８７】
　切欠部５５ｂの切り欠き形状は、本実施の形態２においては、大略長方形状とされてい
るが、もちろん側面内壁５３ａの形状に合わせて適宜設定可能である。
【００８８】
　この切欠部５５ｂを覆うように、筐体枠５３に覆蓋部５６が取り付けられている。覆蓋
部５６は、例えば、断面Ｌ字形状とされた板金部材であって、筐体枠５３の裏面側におい
て筐体枠５３の上面５３ｂから後面に沿って垂下部５６ａが垂下した後に、その垂下部か
ら屈曲して延出部５６ｂが後方へ延出するように取り付けられている。そして、この延出
部５６ｂがパチンコ機５２の通常使用状態（すなわち、背面体５５が筐体枠５３の最後方
にセットされた状態）において実質的に切欠部５５ｂを覆っており、切欠部５５ｂを介し
た異物の侵入を防止している。
【００８９】
　なお、延出部５６ｂの形状は、切欠部５５ｂの切り欠き形状に合わせて適宜設定可能で
ある。もちろん、延出部５６ｂの形状は、切欠部５５ｂを包含するように切り欠き形状よ
り大きい形状とされていることが望ましい。なお、本実施の形態２においては、覆蓋部５
６が筐体枠５３と別部材であるとして説明しているが、もちろん筐体枠５３自体に覆蓋部
としての機能を発揮する部分が形成されることにより、筐体枠５３と覆蓋部とが一体とさ
れていてもよい。
【００９０】
　覆蓋部５６の延出部５６ｂは切欠部５５ｂの直上方に位置し、しかも延出部５６ｂの大
きさが切欠部５５ｂの大きさよりも実質的に大きく形成されている。したがって、パチン
コ機５２の通常使用状態（すなわち、背面板５５が筐体枠５３の最後方にセットされてい
る状態）において背面板５５を上方に移動させようとしても、背面板５５の上面５５ａと
延出部５６ｂとが干渉してしまい、背面板５５の上方移動が阻害されて背面板５５を下側
の軸Ｊ２から不正に取り外すことができないようになっている。
【００９１】
　例えば、後述する図９に示すように、背面板５５が揺動開閉する際に筐体枠５３側の下
面５５ｃを受ける下方受け面であって下側の軸Ｊ２が突出している面からの下側の軸Ｊ２
の突出長さＸ（下側の軸Ｊ２が筐体枠５３の下面内壁５３ｄから突出しており、背面板５
５が下面内壁５３ｄを下方受け面として揺動開閉する場合には、その下面内壁５３ｄから
突出する下側の軸Ｊ２の突出長さＸ。）と背面板５５の上面５５ａ～延出部５６ｄ下面の
隙間Ｙとの関係が、Ｘ＞Ｙとされていれば、背面板５５を上方に持ち上げようとしても隙
間Ｙだけしか上方移動できず、背面板下面５５ｃが下側の軸Ｊ２から抜けない。よって、
通常使用状態において不正行為者が背面板５５を持ち上げて軸Ｊ２から取り外してしまう
という不正行為を、覆蓋部５６によって防止することができる。
【００９２】
　この覆蓋部５６の延出部５６ｂは、配線挿通のための受け面を兼ねており、延出部５６
ｂには、配線Ｍを挿通させるための挿通路（配線挿通部）５６ｃと配線Ｍをパチンコ機５
２外部から内部へと引き込むための挿通孔５６ｄとが形成されている。延出部５６ｂには
挿通路５６ｃに沿って起立部５６ｅが立設され、その起立部５６ｅと垂下部５６ａとによ
って挟まれるように挿通路５６ｃが構成される。例えば、パチンコ機５２と外部機器（遊
技機島の島設備やホールコンピュータ等、図示せず。）とを接続する配線（遊技機関連配
線）Ｍは、挿通路５６ｃを通って挿通孔５６ｄからパチンコ機５２内部へと至るようにな
っている。
【００９３】
　もちろん、挿通路５６ｃの代わりに延出部５６ｂに固定孔が形成され、その固定孔に配
線結束用の結束部材が固定されて、配線Ｍが延出部５６ｂ上を挿通するようになっていて



(14) JP 2010-82249 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

もよい。配線Ｍを覆蓋部５６の上面に挿通させるので、背面板５５よりも後方に配線Ｍを
挿通させるためのスペースを別途確保する必要がない。又は、背面板５５よりも後方の配
線挿通スペースを縮小することができる。
【００９４】
　図９は、このパチンコ機５２を後方から見た背面図である。背面体５５は、その全周に
おいて筐体枠５３よりも一回り小さく構成されている。すなわち、背面体５５の上面５５
ａ、下面５５ｃ及び側面５５ｄが、筐体枠５３の上面内壁５３ｃ、下面内壁５３ｄ及び側
面内壁５３ａよりも内側となるように構成されている。ここで、筐体枠５３の各内壁は、
筐体枠５３の上下面及び側面（各辺）を構成する部材の厚み方向における内面である。つ
まり、背面体５５の上下方向及び左右方向における外寸が、各々筐体枠５３の上下方向及
び左右方向における各内寸よりも小さく設定されている。
【００９５】
　更に、覆蓋部５６の垂下部５６ａの上下方向の長さが、実質的に筐体枠５３の上面５３
ｂを構成する部材の厚みよりも長くなるように設定され、覆蓋部５６は筐体枠５３の上面
内壁５３ｃよりも低い位置で屈曲している。これにより、図１０に示すように、複数の中
間組み枠を重ね合わせた際に、前方の中間組み枠の背面板５５が後方の中間組み枠の筐体
枠５３の内部へと嵌り込んで、整然と積層することができるようになっている。工場内で
の中間組み枠の取扱い時において、保管スペースの省スペース化や搬送の際の荷崩れ防止
に寄与している。
【００９６】
　以上、本発明の好ましい実施の形態を説明したが、本発明はこれらに限定されるもので
はなく、その要旨の範囲内で様々な変形や変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明の実施の形態１に係る枠構造を備えたパチンコ機を示した外観斜視図であ
る。
【図２】本発明の実施の形態１に係るパチンコ機において、機枠が筐体枠に対して前方開
放した状態を示した外観斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係るパチンコ機において、背面板が筐体枠に対して全面
開放した状態を示した外観斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係るパチンコ機の筐体枠における、機枠の軸Ｇ１の位置
と背面板の軸Ｇ２の位置との関係を示した平面拡大図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係るパチンコ機において機枠及び背面板が開放した状態
を示した平面図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係る枠構造を備えたパチンコ機の平面図であって、背面
板が閉鎖した状態を示す図である。
【図７】図６に示すパチンコ機の平面図であって、背面板が前方に開放した状態を示す図
である。
【図８】図６に示すパチンコ機の要部を背面から見て部分的に拡大した部分拡大図である
。
【図９】図６に示すパチンコ機を後方から見た背面図である。
【図１０】図９に示すパチンコ機の中間組み枠を前後に積層した状態を示す図である。
【符号の説明】
【００９８】
Ｇ１，Ｊ１：側縁揺動支持位置の軸
Ｇ２，Ｊ２：内側揺動支持位置の軸
Ｌ１，Ｌ２：距離
Ｍ：配線（遊技機関連配線）
Ｘ：突出長さ
Ｙ：隙間
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１，５１：枠構造体（枠構造）
２，５２：パチンコ機（遊技機）
３，５３：筐体枠（第１枠体）
３ａ：開放開口
３ｂ：他側縁内壁
４，５４：機枠（第２枠体）
５，５５：背面板（背面体）
５ａ：反対側縁
６：遊技盤ユニット（遊技装置体）
６ｂ：遊技領域
７：前面ガラス（前面透明板）
８：装飾枠
９：上皿
９ａ：下皿
９ｂ：球排出ボタン
１０：ハンドル
１０ａ：強度調整杆
１１，１２：ヒンジ部
１２ａ：ヒンジ支持部
１５：画像制御基板
１６：主基板（遊技制御基板）
１７：電源基板
１８，１８ａ：位置
２０：遊技盤
２０ａ：遊技盤面
２１：レール飾り
２１ａ：内側面
２２：図柄表示装置
２２ａ：センター飾り
２２ｂ：液晶表示装置
２２ｃ：表示図柄
２２ｄ：演出映像
２４：球（遊技媒体）
２５：ゲージ（釘）
２６：羽根車
２８：入賞口
２９：始動入賞口
３０：大入賞口
３０ａ：開閉扉
３１：アウト口
３６：装飾部材
５３ａ：側面内壁
５３ｂ：上面
５３ｃ：上面内壁
５３ｄ：下面内壁
５５ａ：上面
５５ｂ：切欠部
５５ｃ：下面
５５ｄ：側面
５６：覆蓋部
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５６ａ：垂下部
５６ｂ：延出部
５６ｃ：挿通路（配線挿通部）
５６ｄ：挿通孔
５６ｅ：起立部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】
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